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【国会の附帯決議】
　特許法等の一部の改正案は、平
成３１年４月１６日に衆議院において
全会一致で可決され、引き続き、
令和元年５月１０日、参議院におい
ても全会一致で可決された。これ
により、特許法１０５条の２の査証
制度が新たに創設された。
　特許制度小委員会においては、
査証制度を新たに創設することに
ついて、これに賛成する委員が圧
倒的に多かったけれども、委員会
の外部ではこれに反対する意見も
少なからずあった。委員会の内外
において、査証制度創設に向けた
賛否両論の熱い議論があったこと
を思い出すと、衆参両院におい
て、同法案が全会一致で決議され
たことは、興味深くもあり、小さ
な驚きでもあった。

【今回成立した査証制度について】
　今回導入された査証制度は、証
拠収集制度としては、米国のディ
スカバリーや英独仏の証拠収集手
続きと比べると、査証を受ける側
の営業秘密の保護に十分に配慮し
たマイルドなものであるにもかか
わらず、査証命令自体に対する即
時抗告を認めるなど、やや重い手
続きとなってしまっている。しか
し、このような証拠収集制度が導
入された意義は大きなものがあ
る。
　特許権者が特許権を有効に活用
するためには、侵害製品、侵害装
置ないし製法を発見したときには
特許権侵害訴訟を提起し、勝訴す
ることができるような制度である
必要がある。相手方の製品が市場
で入手できる製品である場合に
は、市場でこれを入手し、分析

し、侵害を立証することは比較的
容易である。しかし、相手方の製
品が市場で入手できないB to B製
品である場合（工場内に設置され
る機械、装置、コンピュータシステ
ムあるいは製品化される前の材料
等）、あるいは、工場内で行われ
る製品の製法の場合は、これまで
の法制度の下では、特許権者が、
それらの構造、システム、あるいは
製法を特定し、立証することは容
易ではなかった。
　特許権侵害訴訟は、国際的であ
り、日本の特許訴訟は、適正迅速
な運用がなされてきたと評価され
ているが、唯一、弱いのは、証拠
収集制度であった。諸外国の証拠
収集制度を見ると、まず、米国の
ディスカバリーは、最も強力であ
るが、やや無駄が多く、コストも非
常に高くなるとの批判があり、こ
れを日本に導入しようという意見
はほとんどない。フランスのセジ
―も同様に、特許権者にとっては
強力な証拠収集手続きであるが、
相手方の営業秘密の保護という観
点からは、容易に命令が出され、
強力すぎる、との批判がある。イ
ギリスのディスクロージャーやド
イツの査察制度は、実務の運用を
考慮すると、ディスカバリーやセ
ジーよりは、相手方企業の企業秘
密の保護とのバランスも考えた証
拠収集制度であり、より合理的で
ある。したがって、英独のシステ
ムを参考としながら日本の特許訴
訟の実務に見合った証拠収集制度
を考える、ということが今回の立
法のスタート地点であった。
　英国の証拠収集は、訴え提起後
の争点整理手続きの中でなされる
ことが多い。英国の裁判所は、証

拠収集について、非常に強い権限
を持っており、営業秘密保護のた
めの手続きもスムースになされる
ため、英国では、争点整理手続き
の中で、当事者が自主的に、対象
製品、対象装置の構造その他につ
いて、必要な事項を開示すること
が多い。そのため、いざとなれば
裁判所が証拠収集のための強力な
命令を発令するが、それに至るこ
とは比較的少ない、との実務慣行
ができている。今回の日本の査証
制度の実務の運用としても、いざ
となれば査証命令を発令するとい
う権限を持つ裁判所が、弁論準備
手続き等で争点の整理をし、裁判
所が必要と認めれば、当事者が自
主的に対象製品の構造その他につ
いて開示し、スムースに審理を進
めることが期待されており、弁論
準備手続きの中で、その開示が不
十分であり、裁判所が査証命令が
必要であると考えた場合にのみ、
伝家の宝刀として査証命令を発令
する、という運用が考えられてい
る。
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拠収集について、非常に強い権限
を持っており、営業秘密保護のた
めの手続き（コンフィデンシャリテ
ィ・クラブ）もスムースになされる
ため、英国では、争点整理手続き
の中で、当事者が自主的に、対象
製品、対象装置の構造その他につ
いて、必要な事項を開示すること
が多い。そのため、いざとなれば
裁判所が証拠収集のための強力な
命令を発令するが、それに至るこ
とは比較的少ない、との実務慣行
ができている。今回の日本の査証
制度の実務の運用としても、いざ
となれば査証命令を発令するとい
う強い権限を持つ裁判所が、弁論
準備手続き等で争点の整理をし、
裁判所が必要と認めれば、当事者
が自主的に対象製品の構造その他
について開示し、スムースに審理
を進めることが期待されている。
そして、弁論準備手続きの中で、
その開示が不十分であり、裁判所
が査証命令が必要であると考えた
場合には、伝家の宝刀として査証
命令を速やかに発令する、という
運用が期待されている。

【査証命令の要件】
　改正法の１０５条の２は、査証命
令の要件として、
①「立証されるべき事実の有無を
　判断するため」、
② 相手方の「書類又は装置その他
　のもの（「書類等」）」について、
　「確認、作動、計測、実験その他
　の措置をとることによる証拠の
　収集が必要であると認められる
　場合」
③「特許権を相手方が侵害したこ
　とを疑うに足りる相当な理由が
　あると認められ」

④「申立人が自ら又は他の手段に
　よっては、当該証拠の収集を行
　うことができないと見込まれる
　ときは」
⑤「相手方の意見を聴いて」
⑥「証拠の収集に要すべき時間又
　は査証を受けるべき当事者の負
　担が不相当なものとなることそ
　の他の事情により、相当でない
　と認めるとき」
と規定している。

　まず、注意すべきは、③の要件
である。特許権者は、査証命令を
求める前に、「相手方が侵害をした
ことを疑うに足りる相当な理由」
があることを、証拠で示す必要が
ある。この点は、特許権者が査証
制度を濫用し、相手方の営業秘密
を見ることを目的として、訴訟を
提起し、査証命令を得ることを防
ぐための規定である。もっとも、査
証報告書については、「正当な理
由があると認めるときは、決定で、
査証報告書の全部または一部を申
立人に開示しないこととすること
ができる」（１０５条の２の６の3号）の
であり、非侵害の結論の場合には、
営業秘密については、全面的に非
開示とされる。したがって、営業
秘密がこれらの規定により保護さ
れていることからすると、侵害を
疑うに足りる相当な理由について
は、侵害の立証がある場合と同程
度の高度の立証を求める必要がな
いことは当然として、査証制度の
濫用防止の観点から、侵害を疑う
相当な理由の疎明を求めれば足り
るであろう。この点について高度
の疎明を求めることは、証拠収集
制度の趣旨に反することになるた
め、裁判所の適切な判断と運用が

なされることが期待される。
　次に、①、②と④は、市場で対
象製品を入手することが困難であ
るような、工場内設置の機械、装
置の構造、作動、ソフトウエアの作
動、製品の材料、あるいは製造方法
等の立証に必要な証拠収集である
ことを規定しているものと理解さ
れる。この中では、特に②の「装
置」の「確認、作動、計測、実験その
他の措置・・・による証拠の収集」が
重要である。実際の運用として
は、弁論準備手続きの中で、当事
者が自主的に対象装置ないし方法
の開示をして、その開示が十分か
どうかの議論が、準備書面や証拠
提出あるいは口頭の釈明等の中で
なされ、十分な裏付けがあると裁
判所が判断した場合は、②の証拠
収集の必要性が否定され、その開
示が十分な裏付けがないと判断さ
れた場合は、②の証拠収集の必要
性が肯定される、との実務の運用
が予想される。
　そして、査証手続に進む場合に
は、これらと並行して、⑤の査証手
続きに対する「相手方の意見」も聞
くことになる。実際には、ここで
必要かつ十分な議論及び打合せを
するとの運用がなされるであろう。
　⑥の相当性の要件は、委員会の
議論の中で、査証手続きにより、工
場の操業を停止せざるをえないこ
ととなり、大きな損害が生じる、あ
るいは、巨大なコンピュータシス
テムにおけるソフトウエアの抽出
ないし解析に莫大な費用と時間が
かかることがあるなどの課題があ
ることが指摘され、追加されたも
のである。この点は、相手方が、
主張立証責任を負う。

［次回に続く］
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